
大津市議会政治倫理審査会の審査フロー

大津市議会政治倫理審査会

政治倫理基準違反 なし政治倫理基準違反 あり

第
３
条

政
治
倫
理
基
準

２ 金品の受領

３ 嫌がらせ、強制、圧力、人権侵害の行為

５ 公選法等に定める寄附、飲食物の供与等、
不正の疑惑を持たれる行為

４ 政治的又は道義的な批判を受けるおそれ
のある政治活動に関する寄附の受領

１ 次に掲げる行為により公正な職務の遂行を
妨げ、又は妨げるような働きかけ

（１） 公共工事その他請負等のあっせん

（２） 職員等の人事への関与

（３） 許認可、補助金など、給付決定への関与

（４）その他公正な職務の執行を妨げる行為

議員辞職の勧告

役職辞任の勧告

文書による警告

議会への出席停止

2/3の賛成

議長による口頭注意

全員協議会での陳謝

正副議長への陳謝

※参考
地方自治法に規定する懲罰
（会議又は委員会での議員の不適切な言
動等に関するもので、地方自治法、会議規
則、委員会条例に違反するもの）
第１３５条
① 公開の議場における戒告
② 公開の議場における陳謝
③ 一定期間の出席停止
④ 除名（2/3出席、3/4同意）

その他の措置

違反に対応する措置の審査 措置の内容

個
別
具
体
内
容
に
応
じ
て
措
置
内
容
を
決
定


